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そ
の
電
話
、
大
丈
夫
で
す
か

　

振
り
込
め
詐
欺
を
は
じ
め
と
す

る
特
殊
詐
欺
の
被
害
が
全
国
的
に

多
発
し
て
い
ま
す
。
本
市
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
被
害
者
の
多

く
は
65
歳
以
上
で
、
そ
の
手
口
は

年
々
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

　

留
守
番
電
話
機
能
や
電
話
番
号

表
示
機
能
な
ど
を
使
っ
て
、
不
審

な
電
話
に
は
極
力
出
な
い
で
く
だ

さ
い
。
通
話
内
容
を
自
動
で
録
音

す
る
機
能
な
ど
を
備
え
た
特
殊
詐

欺
対
策
電
話
装
置
の
使
用
も
、
詐

欺
被
害
の
防
止
に
効
果
的
で
す
。

　

も
し
通
話
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
、
お
金
や
カ
ー
ド
の
話
を
さ
れ

る
な
ど
、
少
し
で
も
「
お
か
し
い

な
」
と
感
じ
た
ら
、
電
話
を
切
っ

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
は
1
人

で
抱
え
込
ま
ず
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
周
囲
の

人
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
警
察

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

親族を名乗る

市役所の職員を名乗る

デパートや家電量販店を名乗る
「クレジットカードが使われている」と連絡後、金
融機関の職員を名乗る人物が暗証番号を聞き出し、
自宅を訪れキャッシュカードを持ち去る

「医療費や保険料などの還付金がある」と持ちかけ、
ATMの操作を誘導して、犯人の口座に送金させる

「携帯電話の番号が変わった」と子や孫を装って電
話。後日「会社のお金を使い込んでしまったので助
けてほしい」と金銭を要求する

特
殊
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　市は、高齢者の詐欺被害を未然に防ぐため、録音
機能などの付いた電話機や機器の購入費用を補助し
ます。補助金額は、かかった費用の2分の1で、最大
5,000円です。設置や付属品の購入などにかかった
費用は対象になりません。
対象となる人
　次の全てに当てはまる人です。
●本市に住民登録があり、その住所地に居住してい
る　●昭和26年4月1日以前に生まれた　●市税の
滞納がない
対象となる機器
　新品で、次の全てに当てはまる物です。
●「通話が録音されます」などの警告メッセージが
流れる　●通話内容が自動で録音される　●4月1日
～来年3月31日に購入した　●自宅に設置した
申請方法
　市役所16階防犯・青少年課か各支所地域振興課に

ある申請書に記入し、必要な物を持って同課へ。申
請書は、市ホームページからダウンロードもできま
す。予算額に達した場合は、申請の受け付けを終了
します。
必要な物
●領収書　●カタログや取扱説明書など、購入した
機器の機能が確認できる物　●申請者の口座の分か
る通帳のコピー　●印鑑（朱肉を使う物）●本人確
認のできる物　●代理人が申請する場合は委任状

■ 問い合わせ先 防犯 ･青少年課 ☎ 321-1297

よくある犯行の手口

■ 問い合わせ先

消費生活センター ☎ 327-5155
（午前 9時～午後 4時 30分）

詐欺電話の撃退に効果的です

通話の自動録音機などの購入に補助通話の自動録音機などの購入に補助

特殊詐欺対策電話装置。電話がかかってくると「この電話は
犯罪被害防止のため、会話内容が自動的に録音されます」な
どとメッセージが流れ、相手との通話の内容が録音される

NeNN wee sww
農畜産物の生産から加工・販売までの活動に補助

新たな取り組みを頑張る農業者を応援します

伝統芸能の備品購入・修繕や活動に補助
伝統文化を後世に残すために

　市は、伝統芸能に使う用具などの修繕や購入の費用、
市外での活動に必要な経費の一部を助成します。地域
の伝統文化や祭りを後世に伝え、発展させていくため
に活用してください。
　いずれも、対象は伝統芸能活動を行っている町内会
や地域住民で組織する団体です。企業や学校の団体、
サークル活動のグループは対象になりません。
　申請に必要な書類など詳しくは、文化課（☎ 321-
1203）へ問い合わせてください。市ホームページで
も確認できます。

伝統芸能の備品購入や修
繕の助成
●対象＝山車やみこし、
獅子頭、太鼓、笛など古
くから地域に根差した伝
統芸能の備品や山車蔵な
どで、来年 3月末までに
修繕か購入、建築が見込
まれるもの　●補助金額
＝対象経費の 3分の 2以

下（上限 100 万円。他の補助金などを併せて受ける
場合は、その補助金などの額を除いた金額を対象経費
とします）●申し込み＝ 5月 8日㈮までに、市役所
7階文化課か各支所地域振興課にある申請書に記入
し、必要書類を添えて同課へ
伝統芸能の市外での活動を助成
　助成の対象となる費用は、市内に在住で、衣装など
を身に着けて直接活動する人の旅費と宿泊費です。ガ
ソリン代や用具だけの運搬にかかる費用は対象にはな
りません。
　申請する場合は、活動を実施する前に文化課に相談
してください。謝礼や報酬を受けていたり、他の補助
制度を利用していたりする活動は対象外です。申請が
予算額に達した場合は、受け付けできないことがあり
ます。
●対象＝次の①～③の全てに当てはまる活動①市外で
行われる伝統芸能②本市の文化や歴史などを全国に発
信することができると認められる③来年 3月末まで
に活動が完了する　●補助金額＝対象経費の 2分の
1以内（上限 20万円）つながれた伝統を未来へ

　市は、市内の農業者を支援する「6次産業化※等推
進事業補助金」の募集を開始しました。市内で生産さ
れた農畜産物から新たな加工品を開発し、その加工か
ら販売までを行う取り組みなどに対して補助するもの
です。農業者だけで行う事業や、農業者と商工業者が
連携して行う事業が対象です。これまで、加工施設を
整備し、果物や野菜、乳の加工品の開発が行われてい
ます。昨年度も、ウズラの卵を使ったプリンや、トマ
トを使ったジャムなどの新商品が数多く誕生しまし
た。
　問い合わせは、農林課（☎ 321-1317）へ。
対象となる取り組み
●市内で生産される農畜産物を活用して新しい加工品
を開発し、原材料となる農畜産物の生産から加工・販
売までを行う取り組み　●市内で生産される農畜産物
のブランド化を確立するための取り組み

対象となる人
●市内に住民登録があ
り、市内で農業を営む
個人　●市内に所在を
置く農業法人　●構成
員の過半数が市内に住
民登録がある農業者で
構成される団体
補助金額
●ハード事業＝補助対象となる経費の 5分の 4以内
（上限 1,000 万円）●ソフト事業＝定額（上限 200
万円）
申請は 4月 30日まで。事前の相談が必要
　申請期間は 4月 30日㈭までです。事業内容や計画
の分かる資料を用意して、事前に農林課へ相談してく
ださい。

ホームページ制作費用も対象

※農業や水産業などの第1次産業が、加工（第2次産業）や販売（第3次産業）まで手がけること

市政ニュース


